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久喜市長 

はじめに  
 

 

本市の農業は、利根川等の豊かな水と緑豊かな 

関東平野の肥沃な大地のもとで、先人たちのたゆ 

まぬ努力により、食料の安定供給や自然景観の維 

持などを通して、市民生活や地域経済の発展に大 

きく貢献してきました。 

 しかしながら、農業及び農村をめぐる情勢は、 

社会経済状況の変化によって、農業従事者の減少 

や高齢化の進行、耕作放棄地の増加など厳しさを 

増しており、食料の安定供給や農村の有する多面 

的機能の低下が懸念されるところです。 

 本市では、平成 25(2013)年 12 月に「久喜市農業基本条例」を制定、平成

28(2016)３月に「久喜市農業農村基本計画」を策定し、農業及び農村に関する

施策を総合的かつ計画的に取り組んできました。 

この度、社会経済状況の変化を踏まえ、令和５(2023)年度から令和 14(2032)

年度までを計画期間とする「第２次久喜市農業農村基本計画」を策定しました。 

本計画で定めた基本的施策を実施することにより、本市の農業の持続的な発

展を実現し、農業及び農村の重要性を次世代に引き継ぐとともに、地域資源を

生かした魅力ある農業が息づく地域社会を目指してまいります。 

 また、計画の推進に当たりましては、農業者や農業者団体などが主体となり、

市民、関係機関及び行政がともに協力し、それぞれが責任をもって、それぞれ

の役割を果たしていくことが必要となります。 

 そのため今後も引き続き、皆様のご理解とご協力をいただき、本市の特色を

最大限に生かした農業及び農村の振興を図ってまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました皆

様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

令和５年３月 
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第１章 計画の策定にあたって                  

 

 １．計画の目的 

 

本市では、平成 25(2013)年 12月に「久喜市農業基本条例」を制定、平成 28(2016)

年３月に「久喜市農業農村基本計画」を策定し、３つの基本目標を掲げ、農業及び

農村に関する施策を総合的かつ計画的に取り組んできました。 

   近年、社会経済状況や生活環境の変化を背景に、農業の担い手の減少や耕作放棄

地の増加、食料の安全性や安定供給への懸念等、農業、農村及び食料を取り巻く環

境は大きく変化しています。 

   これらを踏まえ、「久喜市農業農村基本計画」の計画の期間が令和４(2022)年度

で終了することから、引き続き農業の持続的な発展を図るため、「第２次久喜市農

業農村基本計画」を策定するものです。 

 

 

 ２．計画の期間 

 

   計画の期間は、第２次久喜市総合振興計画基本構想の計画期間と整合性を図り、

令和５(2023)年度から令和 14(2032)年度までの 10年間とします。 

   なお、社会情勢等を注視しながら、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 年度 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

R13 

(2031) 

R14 

(2032) 

第２次 

農業農村 

基本計画 

          

第２次 

総合振興計 

画基本構想 

          

第２次 

総合振興計 

画基本計画 

          

 

前期基本計画（５か年） 後期基本計画（５か年） 

10か年 

10か年 
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３．計画の位置づけ 

 

  「第２次久喜市農業農村基本計画」は「久喜市農業基本条例」に基づき、農業分野

の施策を具体化する計画として策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次久喜市農業農村基本計画 

【基本的な施策】 

（１）農業の生産基盤の整備  

（２）農地の保全と有効活用 

（３）農業の担い手の確保・育成 

（４）地域特産物の振興・開発 

（５）地産地消・地産外商の推進 

（６）都市と農村との交流 

（７）環境保全型農業の推進 

（８）農業の維持・農村の保全 

※久喜市農業基本条例第９条 

【国】 

食料・農業・農村

基本計画 

（R2(2020).3） 

【埼玉県】 

埼玉県農林水産

業振興基本計画 

（R3(2021).8） 

久喜市農業経営基

盤の強化の促進に

関する基本構想 

（R4(2022).3） 

久喜市農業振興地

域整備計画 

（H26(2014).8） 

 

個別施策の展開 

久喜市農業基本条例 

（H25(2013).12） 

連携 

第２次久喜市総合振興計画 

（R5(2023).3） 
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 ４．農業農村基本計画と総合振興計画の施策の体系 

 

 「第２次久喜市農業農村基本計画」の基本的な施策は、「第２次久喜市総合振興計画」

における施策の方向性と関連しています。 

 

 

第２次久喜市農業農村基本計画 

【基本的な施策】 

第２次久喜市総合振興計画 

【施策の方向性】 

（１）農業の生産基盤の整備 （１）農業生産基盤の強化と優良農地の保全 

（２）農地の保全と有効活用 （１）農業生産基盤の強化と優良農地の保全 

（３）農業の担い手の確保・育成 （２）多様な農業の担い手の確保と育成 

（４）スマート農業の支援とゼロカーボン 

技術の促進 

（４）地域特産物の振興・開発 （３）付加価値の高い農業と地産地消の促進 

（５）地産地消・地産外商の推進 （３）付加価値の高い農業と地産地消の促進 

（５）農業振興拠点（道の駅）の整備 

（６）都市と農村との交流 （２）多様な農業の担い手の確保と育成 

（７）環境保全型農業の推進 （４）スマート農業の支援とゼロカーボン 

技術の促進 

（８）農業の維持・農村の保全 （１）農業生産基盤の強化と優良農地の保全 
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第２章 農業を取り巻く動向                   

 

 １．国の動向 

 

日本の農業は、農家の高齢化や担い手の減少など様々な問題を抱えています。 

そのため、国においては、食料・農業・農村基本法（平成 11(1999)年７月）に

基づいた「食料・農業・農村基本計画」（令和２(2020)年３月）、環境と調和のとれ

た食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律によ

り、安心・安全な食料の安定供給と効率的・安定的な農業経営の確立とともに、環

境に配慮した持続可能な農業の確立を課題として位置付けています。 

また、農業政策のグランドデザインとして決定した「農林水産業・地域の活力創

造プラン」（令和２(2020)年 12月）について、計画的な農業経営の展開が可能とな

るよう、必要な見直しを行っています。 

 

 ２．埼玉県の動向 

 

埼玉県においては、「埼玉県農林水産業振興条例」（平成 29(2017)年３月）を制

定後、「埼玉県農林水産業振興基本計画」（令和３(2021)年８月）を策定し、競争力

強化、収益性の高い安定的な農業経営の確立、多面的機能の発揮、農産物の安定供

給という４つの基本理念に基づき、農業の振興に関する施策の推進を総合的かつ計

画的に実施しています。 
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第３章 久喜市の農業の現状と課題                

 

 １．市の概況 

  （１）概況 

① 市制施行  平成 22(2010)年３月 23日 

           （久喜市・菖蒲町・栗橋町・鷲宮町の合併） 

   ② 立  地  関東平野のほぼ中央に当たり埼玉県の東北部に位置し、都心ま

で 50km圏にあります。 

   ③ 面  積  82.41㎢、（市域は東西約 15.6km、南北約 13.2km） 

④ 人  口  150,987人（令和５(2023)年１月１日現在） 

⑤ 産業構造  第一次産業 2.2％ 第二次産業 24.0％ 

           第三次産業 69.6％（令和４(2022)年度国勢調査調べ） 

⑥ 交  通  南北方向に久喜インターチェンジを擁す東北縦貫自動車道、国

道４号及び国道 122号が縦断し、東西方向に白岡菖蒲インター

チェンジを擁す首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」とい

う。）及び国道 125 号が横断しています。また、鉄道は、南北

方向に JR 宇都宮線、東武伊勢崎線及び東武日光線が縦断し、

５つの駅があり、広域的な交通利便性に恵まれています。 

   ⑦ 地  勢  おおむね平坦で標高は８～14mのやや西高東低の緩やかな勾配

で、台地や自然堤防などの微高地と後背湿地や旧流路跡などの

低地からなっています。また、利根川、中川、青毛堀川、元荒

川などの河川に恵まれています。 

⑧ 気  候  夏は高温多湿、冬は低温乾燥で、内陸性の太平洋側気候に属し

ています。 
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  （２）土地利用 

 

①将来都市構造 

 

６つの「都市核」と「住居系ゾーン」「産業系ゾーン」「農業系ゾーン」を位置付

け、地域特性を十分に踏まえるとともに、その特性を生かした均衡ある発展を目指

します。 

また、高速道路及び市内の基幹的な道路網並びに鉄道を「広域交流軸」と位置付

け、利便性の高い良好な都市環境の創出を図っていきます。 

（第２次久喜市総合振興計画より） 

 

 

   ②地目別土地面積 

単位：ha 

地目 総面積 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 

面積 8,241 1,993 1,514 2,344 83 31 3 1,537 736 

  （出典：令和４(2022)年統計くき）                 

 

   ③用途別面積 

                                     単位：ha 

総面積 市街化区域 市街化調整区域 
市街化調整区域 

のうち農業振興地域 

8,240 1,970 6,270 5,398 

  （出典：令和４(2022)年統計くき、久喜市農業振興地域整備計画）
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 ２．現状と課題 

 

（１） 市の農業の現状 

 

①農家 

 

  令和２(2020)年の久喜市の総農家戸数は、1,253戸となっています。 

  総農家戸数は、平成 22(2010)年から減少傾向が続いています。 

 

 

   総農家戸数の推移 

                                   単位：戸 

調査年 

総農家戸数 

 

販売農家戸数 
自給的 

農家戸数 
 専業 兼業 

第１種 第２種 

平成 22年 

(2010年) 
3,048 2,020 488 243 1,289 1,028 

平成 27年 

(2015年) 
2,699 1,753 547 178 1,028 946 

令和 2年 

(2020年) 
1,253 1,253 － － － － 

   （出典：農林業センサス） 

 

 

 

※注 

農家：経営耕地面積が 10a以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が 10a未満であ

っても、過去１年間における農産物販売金額が 15万円以上あった世帯。 

販売農家：経営耕地面積が 30a 以上又は過去 1 年間における農産物販売金額が 50

万円以上の農家。 

 専業：世帯員の中に兼業従事者が 1人もいない農家。 

 兼業：世帯員の中に兼業従事者が 1人以上いる農家。 

第１種：農業所得を主とする兼業農家。 

第２種：農業所得を従とする兼業農家。 

自給的農家：経営耕地面積が 30a未満かつ過去 1年間における農産物販売金額が 50

万円未満の農家。 

農林業センサスの基準日は各年２月１日現在 
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②担い手 

 

   令和２(2020)年の農業就業者数（仕事が主で、主に自営農業に従事した世帯員数）

をみると、総数は 1,418人で、そのうち男性が 879人、62.0％、女性が 539人、38.0％

となっています。 

   また、令和２(2020)年の６５歳以上の割合は、1,152人、81.2％で、平成 22(2010)

年と比較すると、14.3 ポイント増加し、高齢化が顕著となっているほか、就業者

も減少しています。 

 

 

   農業就業者数 

                              単位：人 

調査年 
農業就業者数 

 男 女 

平成 22年 

(2010年) 
3,049 1,426 46.8% 1,623 53.2% 

平成 27年 

(2015年) 
2,580 1,288 49.9% 1,292 50.1% 

令和 2年 

(2020年) 
1,418 879 62.0% 539 38.0% 

   （出典：農林業センサス） 

 

 

   年齢別農業就業者数 

                                   単位：人 

調査年 合計 15歳～64歳 65歳以上 

平成 22年 

(2010年) 

男女計 3,049 1,010 33.1% 2,039 66.9% 

男 1,426 436 30.6% 990 69.4% 

女 1,623 574 35.4% 1,049 64.6% 

平成 27年 

(2015年) 

男女計 2,580 771 29.9% 1,809 70.1% 

男 1,288 328 25.5% 960 74.5% 

女 1,292 443 34.3% 849 65.7% 

令和 2年 

(2020年) 

男女計 1,418 266 18.8% 1,152 81.2% 

男 879 162 18.4% 717 81.6% 

女 539 104 19.3% 435 80.7% 

   （出典：農林業センサス） 
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③経営耕地 

 

   令和２(2020)年の経営耕地面積は、1,902haで、その 85.3％の 1,623haが水田と

なっています。 

   経営耕地面積は、工場用地や道路、宅地などの転用等によるものや、農業従事者

の減少・高齢化の進行により、平成 22(2010)年から比較すると、447ha減少してい

ます。 

 

 

   経営耕地面積 

                                   単位：ha 

調査年 
経営耕 

地面積 
田面積 畑面積 樹園地面積 

平成 22年 

(2010年) 
2,349 1,828 77.8% 431 18.3% 90 3.8% 

平成 27年 

(2015年) 
2,257 1,807 80.1% 379 16.8% 71 3.1% 

令和 2年 

(2020年) 
1,902 1,623 85.3% 223 11.7% 55 2.9% 

    ※端数処理により、経営耕地面積と内訳の合計が一致しない場合があります。 

   （出典：農林業センサス） 
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 （２）市の農業の課題 

 

農業を取り巻く社会環境の動向や本市農業の現状等を踏まえ、本市の持続可能な

農業を実現するための課題を次のとおり整理しました。 

 

① 多様な担い手の確保・育成 

農業従事者の高齢化・減少が進んでおり、産業としてこれからの本市農業を支え

る人材の確保が難しくなっており、企業・農業法人を含めた意欲と能力のある担い

手を積極的に確保・育成するとともに、女性や高齢者、農業と福祉の連携（農福連

携）の取り組みなど、その能力に応じて活躍できる環境を整備することが必要です。 

 

②有効的な農地利用の推進 

本市では、意欲ある担い手生産者への農地の集約化を進め、規模拡大による効率

性や生産性の向上を推進していますが、本市全体の経営耕地面積は都市化の進行に

伴い、減少する傾向にあります。 

限りある農業資源の中、本市全体の「生産力」を向上させるためには、集団的な

優良農地や生産性の高い果樹園等の確保に向けて、農振法や農地法の適切な運用に

より都市的土地利用との調整を図るとともに、計画的な生産基盤の整備や遊休農地

の有効利用などに取り組み、農地を最大限活用することが必要となります。 

 

③収益性の高い生産構造への転換 

 本市は、耕地面積の 85.3％を水田が占める稲作中心の生産構造であるため、近

年の米価の下落は、水稲を栽培する農家にとっては、所得に大きな影響を与える状

況となっています。 

 米の消費については、近年の食の多様化により大幅な消費拡大を図ることが難し

い状況です。 

 また、全国的な米の作柄や社会的経済情勢による消費の変動を反映し、米の需給

状況が緩和した際には米価が大幅に下落することが懸念されるなど、不安定な経営

環境にあります。 

本市が目指す力強い持続可能な農業の実現に向けては、収益性の高い農業に構造

転換を進め、付加価値の高い農産物を効率的に生産し、農業経営の安定化を図るこ

とが必要です。 

 

④市場ニーズを捉えた販売戦略の構築 

久喜産農産物について、市場価値を高めながら市内外の消費者へのさらなる販売

促進を図るためには、県内屈指の産地として卸売市場での評価が高い梨やいちごの

ブランド化を推進するとともに、多様化する市場ニーズの把握から生産、流通、販

売まで一貫した販売戦略を構築する必要があります。 
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⑤環境保全・資源循環型農業の促進 

環境に対する関心が高まる中、環境に配慮した持続可能な経済社会への転換を図

り、資源の循環利用や環境負荷の低減等を目指していくことが、農業及び農村にお

いても求められています。 

自然環境に最大限配慮した環境にやさしい農業の取り組みを進めることが必要

となります。 

 

⑥市民の意識の醸成 

農業従事者の高齢化が進んでおり、農村において今後も担い手が不足していくこ

とが懸念されています。 

農業及び農村を守り育てる意識を醸成するためには、市民が農業の多面的な機能

に触れる機会を創出することが必要となります。 

 

 

 

 

  ※持続可能な農業 

農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和等に留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料・農薬等に

よる環境負荷の軽減、さらには農業が有する環境保全機能の向上に配慮した持続的な農業。 

※農業・農村の多面的機能 

国土の保全、水源の涵養（かんよう）、自然保護の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、農村で農業生産活

動が行われることに生ずる、食料その他の農産物の供給以外の多面にわたる機能。 
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第４章 久喜市の農業の基本的な考え方              

 

 １．農業の背景、目指すべき方向性 

 

  久喜市の農業は、利根川等の豊かな水と緑豊かな関東平野の肥沃な大地のもとで、

先人たちのたゆまぬ努力によって、食料の安定供給や自然景観の維持などを通して、

市民生活や地域経済の発展に大きく貢献してきました。 

   農業及び農村は、食料の生産だけでなく、水資源や自然環境の保全に寄与すると

ともに、貯水機能による水害の防止や、緑地や防災空間さらには生活に潤いを与え

る場所を提供するなどの多面的な機能を有しており、市民生活にとってかけがえの

ない財産となっています。 

   しかしながら、近年は、経済状況や生活環境の変化を背景に、農業の担い手の減

少や耕作放棄地の増加、食料の安全性や安定供給への懸念等、農業、農村及び食料

をめぐる様々な問題が発生しています。 

   このようなことから、今後、本市にとってかけがえのない財産である農業及び農

村を守るためには、農業振興施策を総合的かつ計画的に進めることが必要であり、

持続的に発展できる農業生産構造の確立が不可欠です。 

   そのためには、農業者の意欲向上はもとより、市民一人ひとりが農業及び農村の

市民生活に果たしている役割の重要性について理解を深め、地域で生産される農産

物の消費及び利用の促進を図るとともに、農業を本市の基幹産業として育むことが

必要です。 

   農業は、わたしたちの命と暮らしの原点であり、農村は、人が自然とふれあいな

がら共生できるかけがえのない場であることから、農業及び農村の重要性を次世代

に引き継ぐとともに、地域資源を生かし魅力ある農業が息づく地域社会を目指しま

す。 

 

  ※久喜市農業基本条例前文より 
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 ２．基本理念 

 

（１）農業 

優良農地及び農業の担い手が確保され、これらが効率的に組み合わされると

ともに、自然環境に配慮した安全かつ安心な農産物が安定的に生産、供給され

ることにより、農業の持続的な発展が図られなければならない。 

 

（２）農村 

農産物の供給及び多面的機能が十分発揮されるよう、農業の生産条件の整備

及び生活環境の整備により、農村の振興が図られなければならない。 

 

    ※久喜市農業基本条例第３条より 

 

 ３．基本目標 

 

  本市農業の基本理念のキーワードから、次のような３つの基本目標を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ 

農地の整備・確保 

基本目標Ⅱ 

農業の活性化 

基本目標Ⅲ 

農村・農村環境の保全 

基本理念のキーワード 

「優良農地の確保」、「担い手の確保」、「自然環境に配慮」、 

「農産物の安定生産・供給」、「生産条件の整備」、「生活環境の整備」 

「優良農地の確保」 

「生産条件の整備」 

「自然環境に配慮」 

「生活環境の整備」 

「担い手の確保」 

「農産物の安定生産・ 

供給」 
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４．SDGs（持続可能な開発目標）の推進 

 

  （１）SDGsの理念 

     平成 27（2015）年９月に国連において、「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals。以下「SDGs」という。）」として、17のゴール（目標）と

169 のターゲットが掲げられた「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

が採択されました。SDGsは、「誰一人取り残さない」社会を実現するため、発

展途上国のみならず、先進国も含め世界中の人々が取り組む普遍的なもので、

2030年を期限とした国際目標です。（第２次久喜市総合振興計画より） 

 

    ＜「社会」「経済」「環境」＋「協働」＞ 

     SDGsを達成するためには、「社会」「経済」「環境」の３つの側面を包括的に

捉え、それぞれの課題を統合的に解決することが重要とされています。加えて、

多様な主体の協働（パートナーシップ）により、SDGsの実現を目指します。 

 

（２）関連する SDGs 

     第２次久喜市総合振興計画により位置づけされた農業分野における SDGs の

ゴールとターゲットを示します。 

 

 

ゴール２ 

飢餓を終わらせ、食糧の安定供給及び栄養状態の改善を実現し、持

続可能な農業を促進する。 

久喜市版 SDGsのターゲット 

2.3 
2030年までに、農産物の高付加価値化や販売市場を提供し、市内農業者の

農業生産性及び所得を増やす。 

2.4 
2030年までに、農業生産基盤を強化し、生産性の向上と生産量を増加する。

持続可能な食料生産システムを確保し、強靭な農業を実践する。 

2.5 
遺伝的多様性を維持するため、品種改良や災害に強い作物を開発し、生産

性を向上させる。 

 

 

ゴール４ 

すべての人に包摂的かつ公平な質の高い教育を確保し、生涯学習の

機会を促進する。 

久喜市版 SDGsのターゲット 

4.4 
2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、仕事及び起業に必要な

技能を備えた、若者を含む市民の割合を大幅に増加させる。 
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ゴール８ 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生

産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワ

ーク）を促進する。 

久喜市版 SDGsのターゲット 

8.2 
高い価値を付加した農業及び商工業に重点を置き、多様化、技術向上

及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 

8.3 
雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の

施策を促進するとともに、市内事業者の経営安定化や成長を促す。 

8.5 
2030年までに、全ての市民の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいの

ある人間らしい仕事と、同一労働同一賃金を達成する。 

8.9 
2030年までに、雇用の創出や地元の文化・産品の販促につながる持続

可能な観光業を促進するための施策を立案し、実施する。 

 

 

ゴール９ 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産

業化の促進及びイノベーションの推進を図る。 

久喜市版 SDGsのターゲット 

9.1 
経済発展と市民の福祉を支援するため、質の高い、信頼でき、持続可能

かつ強靭（レジリエント）なインフラ（道路、産業基盤等）を整備する。 

9.2 
包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに、市内における雇

用や産業の割合を大幅に増加させる。 

9.4 
2030年までに、市内の産業においてクリーン技術及び環境に配慮した技

術・産業プロセスの導入の拡大に繋がる取組みを実施する。 

 

 

ゴール 12 

持続可能な生産消費形態を確保する。 

久喜市版 SDGsのターゲット 

12.1 
市内での地産地消等をはじめとした、持続可能な消費と生産に関する対策

に取り組む。 

12.3 
2030年までに、市民一人当たりの食料の廃棄を半減させ、地産地消やフー

ドドライブ等の推進により食品ロスを減らす。 
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（１）農業の生産基盤の整備 

 

 

（２）農地の保全と有効利用 

 

 

（３）農業の担い手の確保・育成 

 

 

 

 

（４）地域特産物の振興・開発 

 

 

       

（５）地産地消・地産外商の推進 

 

 

 

（６）都市と農村の交流 

 

（７）環境保全型農業の推進 

       

（８）農業の維持・農村の保全 

 

 

①土地改良事業の推進 

②農業水利施設整備の推進 

③既存施設の適正な更新 

①優良農地の確保・保全 

②担い手への農地集積、集約化 

③遊休農地の解消・再生 

①新規就農者の確保・育成 

②認定農業者制度の推進 

③農業法人設立の推進 

④農業への企業参入の促進 

⑤スマート農業導入の促進 

①農産物ブランド化の推進 

②６次産業化の推進 

③農商工連携の推進 

④新たな特産物の創出 

①地産地消の推進 

②多様な販売ルートの確保 

③食育の推進 

④農業振興拠点（道の駅）の整備 

①“農”に関する事業の充実 

②しみん農園の利用の推進 

①減農薬・減化学肥料・有機栽培の促進 

②資源循環型農業の調査研究 

①農業者団体への支援 

②農村の多面的機能の維持・向上 

③農村コミュニティの維持・強化 

第５章 施策の展開                       

 

 １．久喜市の農業振興施策の体系 

 

基本理念に基づいた基本目標を総合的かつ計画的に推進するため、８つの基本的

な施策に基づき、26の個別施策を展開します。 

    

 

 

 

個別施策（26） 基本的な施策（８） 

Ⅰ

農
地
の
整
備
・
確
保 

Ⅱ

農
業
の
活
性
化 

Ⅲ

農
村
・
農
村
環
境
の
保
全 

基本

目標 
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 ２．施策の内容 

 

（１）農業の生産基盤の整備 

 

生産性の高い農業を確立するために、農業用の用排水路などの土地改良施

設、ほ場の整備等を管内土地改良区と連携し、計画的・効果的な農業生産基

盤の整備を推進します。 

 

【基本的な施策の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【個別施策】 

 

    ①土地改良事業の推進 

      農業振興地域内のほ場未整備地区において、意欲的に農業を営む農業者等 

     の意向を踏まえ効率的な農業が行えるよう土地改良事業を推進します。 

 

    ②農業水利施設整備の推進 

      農業の生産性を高め、農業経営の安定を図るため、かんがい排水路（用排 

     水路）の整備など、農業の持続的発展を支える農業生産基盤の整備を推進し 

     ます。 

 

    ③既存施設の適正な更新 

      既存施設の適切な更新・維持管理により、施設の長寿命化を進め低コスト 

     な農業を目指します。 

農業の生産基盤の整備 

①土地改良事業の推進 

②農業水利施設整備の推進 

③既存施設の適正な更新 
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（２）農地の保全と有効利用 

 

農業委員会などの関係機関と連携し、農業振興地域整備計画や農地制度

に基づいた、優良農地を保全し、農地の有効利用を図ります。 

 

   【基本的な施策の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【個別施策】 

 

    ①優良農地の確保・保全 

      農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の適切な運用を図り、違反転 

     用や耕作放棄を未然に防ぐとともに、農業振興地域内の農用地区域の保全や 

     一定のまとまりのある優良農地を確保するために農地の適正管理に努めま 

     す。 

 

    ②担い手への農地集積、集約化 

      意欲ある担い手への効率的・効果的な土地利用を図るため、地域との話し 

     合いを通じ「地域計画（人・農地プラン）※1」を策定し、地域の実情に応じ

適宜見直しを行い、担い手への農地集積、集約化を推進します。 

      また、「地域計画（人・農地プラン）」に基づき農地中間管理機構※2を活用

した担い手への農地集積を進めるなど、意欲ある担い手への集積を図ります。 

     

    ③遊休農地の解消・再生 

      遊休農地の解消や利用促進を図るため、奨励作物等の作付け促進や遊休農 

     地の利活用の推進を図ります。 

 

1 地域計画（人・農地プラン） 

地域の農業のあり方を集落や地域において話し合いを行い、人と農地の問題を解決するために策定する計画。 

2 農地中間管理機構 

農地の効率的な利用に向け、農地集積を促進するため、農地の出し手、受け手の仲介役を担う組織。 

農地の保全と有効利用 

①優良農地の確保・保全 

②担い手への農地集積、集約化 

③遊休農地の解消・再生 
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（３）農業の担い手の確保・育成 

 

新規就農者、農家後継者、農業法人、企業など、農業の多様な担い手を確

保、育成します。 

 

   【基本的な施策の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【個別施策】 

 

①新規就農者の確保・育成 

      意欲ある新規就農者を確保するため、新規就農希望者に対し、関係機関と

連携し、情報提供、技術指導、経営力、農地確保等に関する支援を行います。 

      また、障がい者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、農

業分野における新たな働き手の確保として、農福連携※2の取り組みを推進し

ます。 

 

    ②認定農業者制度の推進 

      農業経営基盤促進法に基づく認定農業者には、低利融資制度等の各種施策     

が重点的に実施されているため認定農業者制度を推進するとともに、農業者     

が認定農業者として認定されるよう支援します。 

1 認定農業者制度 

農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業経営改善計画を作成・申

請し、その内容が市町村の基準に適合する農業者として、市町村から認定を受ける制度。 

2 農福連携 

農業と福祉が連携し、障がい者等の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、自身や生きがいを

創出し、社会参画を実現する取組。 

農業の担い手の確保・育成 

①新規就農者の確保・育成 

②認定農業者制度※1の推進 

③農業法人設立の推進 

④農業への企業参入の促進 

⑤スマート農業導入の促進 
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    ③農業法人設立の推進 

      認定農業者などの意欲ある農業者に対し、農業経営の法人化が円滑に進む     

よう、必要な情報提供や経営改善指導を行います。 

 

    ④農業への企業参入の促進 

      地域農業の新たな担い手として、また多様な雇用機会を創出する可能性の     

ある民間企業の農業参入に対して、地域の実情に即した誘致を行うなど、企     

業の農業参入の促進、調整を図ります。 

 

    ⑤スマート農業導入の促進 

      担い手となる農業者の作業の省力化、効率化による規模拡大や経営の高度

化を図るため、ロボット、AI※1、IoT※2など先端技術を活用したスマート農

業の導入を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AI 

人工知能（artificial intelligence）の略。人間の脳に近い機能を持ったコンピュータープログラム。 

2 IoT 

モノをインターネットにつなぐ技術（Internet of Things）の略。様々なモノがインターネットに接続され、 

情報交換することにより相互に制御する仕組み。 
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（４）地域特産物の振興・開発 

 

梨やいちごの地域特産物の振興を推進するとともに、地域特産物を生かし

た特産品の開発を推進します。 

 

   【基本的な施策の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【個別施策】 

 

①農産物ブランド化の推進 

      埼玉県内でもトップクラスの栽培面積を誇る特産品の、梨、いちごの PR

を支援し認知度を高め、販路の拡大を図ります。また、品質向上に向けた支

援を行い、久喜産のブランド化※1に向けた取り組みを推進します。 

       

    ②６次産業化の推進 

      農業者が農産物の生産出荷のみならず、加工、流通、販売などに取り組む

農業者や、観光農園等の農業体験サービスの提供などに主体的に取り組む農

業者の６次産業化※2を促進し、農業者の収益向上を図ります。 

 

 

 

1 ブランド化 

本計画では、消費者に広く周知し、認知してもらうことにより消費者の信頼を得、久喜産農産物に対する評価

を高めていくことを「ブランド化」として用います。 

2 ６次産業化 

農業や水産業などの第一次産業が加工、流通、販売にも業務展開している経営形態を表す造語。 

１次産業×２次産業×３次産業＝６次産業。 

地域特産物の振興・開発 

②６次産業化の推進 

①農産物ブランド化の推進 

③農商工連携の推進 

④新たな特産物の創出 
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 ③農商工連携※1の推進 

      農業者と商工業者が密接に連携して久喜市産農産物を原料とする新商品     

の開発などを促進することにより、農業、商工業の収益向上、活性化を図り

ます。 

 

    ④新たな特産物の創出 

      先端技術と強固な販売力を融合させた次世代施設園芸※2について、埼玉県

や企業などと連携をし、実証実験を行います。 

      さらに、実証実験で得られた栽培結果をもとに、栽培方法などを農業者へ

広く周知し、普及に努め、新たな特産物の創出を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 農商工連携 

農林業者と商工業者が通常の商取引を超えて協力し、お互いの強みを生かして売れる新商品や新サービスの開

発、生産等を行い需用の開拓を行うこと。 

2 次世代施設園芸 

先端技術と強固な販売力を融合させ、木質バイオマス等の地域資源エネルギーを活用するとともに、生産から

調製・出荷までの施設の大規模な集約化やＩＣＴ（情報通信技術）を活用した高度な環境制御を行うことにより、

低コストな周年・計画生産を実現し、所得向上と地域の雇用を創出すること。 
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（５）地産地消・地産外商の推進 

 

市民の地場農産物に関する理解を深め、久喜産農産物の消費拡大と農業者

の所得向上を図るため、流通体制の充実と地産地消及び地産外商を推進しま

す。 

 

   【基本的な施策の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【個別施策】 

 

①地産地消の推進 

      農産物直売所や直売農家を紹介した農産物マップなどを活用し、市民（消

費者）が新鮮で安全・安心な久喜産農産物を身近で購入できるよう地産地消

を推進します。 

      また、地域の消費者ニーズをとらえ、生産者にとって販路拡大につな     

がる生産ができるよう支援します。 

 

    ②多様な販売ルートの確保 

      市内だけでなく、市外市場への販路開拓を進めるため、久喜産農産物が広

く認知され、より多くの人が久喜産農産物に関心を持つよう、インターネッ

トや報道機関などを積極的に活用し、情報発信力の強化に努めるとともに、

交通の利便性を生かした多様な販売ルートの確保を推進します。      

  

 

地産地消・地産外商の推進 

①地産地消の推進 

②多様な販売ルートの確保 

③食育の推進 

④農業振興拠点（道の駅）の整備 
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    ③食育の推進 

      久喜産農産物に触れ、継続的に興味・関心を持つ市民を増やすため、久喜     

産農産物の学校給食等への導入を支援するなど、学校給食等を起点とした地     

産地消を推進します。 

 

    ④農業振興拠点（道の駅）の整備 

      地域の資源を活用した農業や観光の拠点として、農業振興拠点（道の駅）

を整備し、地産地消のさらなる推進を図ります。 
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  （６）都市と農村との交流 

 

市民の農業及び農村への関心と理解を深めるため、都市住民と農業者の交

流を推進します。 

 

   【基本的な施策の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【個別施策】 

 

①“農”に関する事業の充実 

      市民の農業への関心と理解を深めるため、農作業体験などの充実を図ると     

ともに、農業に関するイベントなどにより、農業者と都市住民の交流を促進     

します。 

   

    ②しみん農園の利用の推進 

      農業者のみならず、広く市民に農業・農村の大切さについて理解を深めて

もらうため、しみん農園の利用を推進します。 

 

 

 

都市と農村との交流 

①“農”に関する事業の充実 

②しみん農園の利用の推進 
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（７）環境保全型農業の推進 

 

消費者のニーズに対応するため、安全で安心な有機栽培や減農薬・減化学

肥料栽培等の環境に配慮した農業生産を推進します。 

 

   【基本的な施策の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【個別施策】 

 

①減農薬・減化学肥料・有機栽培の促進 

      環境負荷の少ない農業の普及を図るため、減農薬・減化学肥料・有機栽培     

に取り組む農業者など、環境保全型農業への取り組みを支援するとともに、

消費者に安全で安心な久喜産農産物の情報提供を行います。 

 

②資源循環型農業の調査研究 

      消費者に、久喜市産の安全で安心できる農産物を提供するため、農業の     

もつ自然循環機能の維持に努め、二酸化炭素を原料とする肥料等の脱炭素技

術※1の活用など、環境への負荷の低減を図ることのできる資源循環型農業の

導入について調査、研究します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 脱炭素技術 

温室効果ガスである二酸化炭素の排出量の実質ゼロを実現するための技術。 

環境保全型農業の推進 

①減農薬・減化学肥料・有機栽培の促進 

②資源循環型農業の調査研究 
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（８）農業の維持・農村の保全 

 

農業による食料の生産及び供給、農村の多面的機能が、市民生活において欠

かすことのできない役割を果たしていることから、農業の維持及び農村の保全

を図ります。 

 

   【基本的な施策の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【個別施策】 

 

①農業者団体への支援 

      地域農業の守り手となり、農業者団体などの強化・育成を図るとともに、

生産技術の向上などの取り組みを支援します。 

      また、農業者の労力軽減を図るため、農業ボランティア等の仕組みを研究

します。 

 

    ②農村の多面的機能の維持・向上 

      農地や農業用水等をはじめとする農資源や農村環境を、将来にわたり適切 

     に保全し管理していくため、地域住民による継続的な共同保全活動を支援し 

     ます。 

 

    ③農村コミュニティの維持・強化 

      農業を通じた地域のつながりの強化や都市住民との交流などにより、コミ

ュニティの維持・強化を図ります。 

また、地域で生産される農産物や伝統的な食文化等を活用し、住民同士の

理解を深め、コミュニティの強化を図ります。 

農業の維持・農村の保全 

②農村の多面的機能の維持・向上 

①農業者団体への支援 

③農村コミュニティの維持・強化 
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第６章 計画の推進                       

 

１．実施体制 

 

   本市農業の振興にあたっては、本計画に掲げる基本理念の実現を目指し、関係機

関がそれぞれの役割と責任を持って果たしていくとともに、相互に連携しながら取

り組んでいきます。 

 

２．関係機関の役割 

 

（１）農業者 

農業者は、基本理念の実現に向けて、安全かつ安心な農産物を生産及び供給

し、安定的に農業経営を継続できるよう効率的な営農活動を実践するよう努め

る。 

 

（２）農者者団体 

農業者団体は、基本理念に基づき、農業者が安定的かつ効率的な農業経営の

実現ため、生産者ニーズの把握に努めるとともに、本市農産物の消費拡大を図

る環境づくりを実践するよう努める。 

 

（３）市民 

市民は、農業及び農村の多面的機能について理解を深め、農業・農村環境の

保全に積極的に取り組むとともに、市内で生産される農産物の積極的な消費に

努め、地産地消を推進する。 

 

（４）事業者 

事業者は、市内で生産された農産物を積極的に使用するよう努めるとともに、

本市農産物の消費拡大に貢献するよう努める。 

 

（５）久喜市 

市は、各関係機関と連携し、それぞれの役割が果たせるようハード・ソフト

両面から支援・調整を図るとともに、国、県等の動向を踏まえた上で、本市農

業に必要な施策を実施する。 
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 ３．事業の効果的な実施 

 

本計画の施策の実施にあたっては、費用対効果など具体的な検討を行い、事業の

必要性・実効性の高い事業から推進していきます。 

   また、本計画を効果的に進めるため、定期的に評価・検証し、必要に応じて見直

しを行なっていきます。 
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資 料 編 
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１ 久喜市農業基本条例 

平成２５年１２月２７日 

条例第５９号 

久喜市の農業は、利根川等の豊かな水と緑豊かな関東平野の肥沃な大地のもとで、先

人たちのたゆまぬ努力によって、食料の安定供給や自然景観の維持などを通して、市民

生活や地域経済の発展に大きく貢献してきました。 

農業及び農村は、食料の生産だけでなく、水資源や自然環境の保全に寄与するととも

に、貯水機能による水害の防止や、緑地や防災空間さらには生活に潤いを与える場所を

提供するなどの多面的な機能を有しており、市民生活にとってかけがえのない財産とな

っています。 

しかしながら、近年は、経済状況や生活環境の変化を背景に、農業の担い手の減少や

耕作放棄地の増加、食料の安全性や安定供給への懸念等、農業、農村及び食料をめぐる

様々な問題が発生しています。 

このようなことから、今後、本市にとってかけがえのない財産である農業及び農村を

守るためには、農業振興施策を総合的かつ計画的に進めることが必要であり、持続的に

発展できる農業生産構造の確立が不可欠です。 

そのためには、農業者の意欲向上はもとより、市民一人ひとりが農業及び農村の市民

生活に果たしている役割の重要性について理解を深め、地域で生産される農産物の消費

及び利用の促進を図るとともに、農業を本市の基幹産業として育むことが必要です。 

農業は、わたしたちの命と暮らしの原点であり、農村は、人が自然とふれあいながら

共生できるかけがえのない場であることから、農業及び農村の重要性を次世代に引き継

ぐとともに、地域資源を生かし魅力ある農業が息づく地域社会を目指すためにこの条例

を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、農業及び農村のあり方に関する基本理念及びその実現に必要な基

本的な施策を定め、並びに市、農業者、農業団体、市民及び事業者の責務等を明らか

にすることにより、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって

本市の農業の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 農村 農業に従事する人が主に生活し、水源のかん養、自然環境の保全、良

好な自然景観の形成、文化の伝承等の多面的機能（以下「多面的機能」という。）

を有し、人間と自然が共生する地域 

（２） 農業者 市内で農業を営む個人、法人及び団体 

（３） 農業団体 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区その他の農業関係団体 

（４） 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者 

（５） 事業者 消費者に食料を提供する事業を営む法人その他の団体及び個人 

（６） 地産外商 市内産の農産物及び農産物加工品を市外へ積極的に販売しようと 
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すること。 

（基本理念） 

第３条 農業は、優良農地及び農業の担い手が確保され、これらが効率的に組み合わさ

れるとともに、自然環境に配慮した安全かつ安心な農産物が安定的に生産、供給され

ることにより、その持続的な発展が図られなければならない。 

２ 農村は、農産物の供給及び多面的機能が十分発揮されるよう、農業の生産条件の整

備及び生活環境の整備により、その振興が図られなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念に基づき、農業及び農村に関する総合的な施策を

策定し、及びこれを実施しなければならない。  

２ 市は、前項の施策を講ずるに当たっては、国、県、農業者、農業団体、市民及び事

業者と連携を図らなければならない。 

（農業者の役割） 

第５条 農業者は、安全かつ安心な農産物を安定的に供給し、第３条に定める基本理念

の実現に取り組むよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。 

（農業団体の役割） 

第６条 農業団体は、第３条に定める基本理念に基づき、農業者が安全かつ安心して農

業経営ができるための環境づくりに努めるとともに、市が実施する施策に協力するも

のとする。 

（市民の役割） 

第７条 市民は、農業及び農村について理解を深め、市内で生産される農産物の積極的

な消費に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、市内で生産された農産物を積極的に使用するよう努めるとともに、

市が実施する施策に協力するものとする。 

（基本的施策） 

第９条 市は、第３条に定める基本理念に基づき、次に掲げる事項を農業及び農村に関

する基本的な施策とし、各施策相互の連携を図りつつ、推進するものとする。 

（１） 農業の生産基盤の整備を推進すること。 

（２） 優良農地を保全し、農地の有効利用を図ること。 

（３） 農業の多様な担い手を確保し、育成すること。 

（４） 地域農産物の振興及び地域農産物を生かした特産品の開発を推進すること。 

（５） 流通体制を充実させ、地産地消及び地産外商を推進すること。 

（６） 都市と農村との交流を推進すること。 

（７） 環境に配慮した農業生産を推進すること。 

（８） 農業の維持及び農村の保全を図ること。 

（基本計画） 

第１０条 市長は、前条に規定する基本的な施策を総合的かつ計画的に推進するため、

農業及び農村の基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。 
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２ 市長は、基本計画を定めるときは、あらかじめ久喜市農業振興協議会条例（平成 

２２年久喜市条例第１５２号）で定める久喜市農業振興協議会の意見を聴かなければ

ならない。 

３ 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （久喜市農業振興協議会条例の一部改正） 

２ 久喜市農業振興協議会条例（平成２２年久喜市条例第１５２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  （２） 農業及び農村の基本的な計画に関する事項 
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２ 久喜市農業農村基本計画の策定経過 

 

（１）久喜市農業振興協議会 

 

開 催 日 審 議 内 容 

令和５(2023)年１月 31日（火） 久喜市農業農村基本計画について 

令和５(2023)年２月 22日（水） 第２次久喜市農業農村基本計画（案）について 

令和５(2023)年３月 16日（木） 第２次久喜市農業農村基本計画（案）について 

 

 （２）農業委員意見聴取 

 

目  的 
第２次久喜市農業農村基本計画を策定するにあたり、農業に関

する見識を有する農業委員に意見聴取を行った。 

実施期間 令和５(2023)年２月 24日（金）～令和５(2023)年３月 13日（月） 

意 見 数 １名、２件 
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３ 農業振興協議会 

 

（１）久喜市農業振興協議会条例 

平成２２年３月２３日条例第１５２号 

改正 平成２５年１２月２７日条例第５９号 

（設置） 

第１条 農業振興に関する必要な事項を審議するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、久喜市農業振興協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 

（１） 農業振興地域の整備に関する事項 

（２） 農業及び農村の基本的な計画に関する事項  

（３） その他農業の振興に関する事項 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、２０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が

委嘱する。 

（１） 公募による市民 

（２） 農業委員会委員 

（３） 農業協同組合理事  

（４） 土地改良区理事及び各種農業団体の役員 

（５） 学識経験者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前条第２号から第４号までに掲げる委員は、その職を離れたときは、委員の職を失

う。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（関係機関職員の出席） 

第７条 会長は、必要に応じ会議に関係機関職員の出席を求め、意見を聴取することが

できる。 
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（専門部会） 

第８条 協議会に、専門の事項を調査審議するため、必要があるときは専門部会を置く

ことができる。 

２ 専門部会の運営については、別に定める。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、環境経済部農業振興課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成２２年３月２３日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２７日条例第５９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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（２）委員名簿 

 

 職名 氏  名 備  考 区  分 

１  青 山 淳 子  第１号委員 

公募による市民 ２  齋 藤 イツ子  

３  瀬 田 好 子  

４  尾 野 洋 子  

５  若 林 福 成  

６  髙 橋 七 海  

７  川 鍋   優  第２号委員 

農業委員会委員 ８  大 澤 一 樹  

９  池 田 庄 司  

10  坂 巻 昭一郎  

11 副会長 金 子 喜 雄  第３号委員 

農業協同組合理事 12  岸   幸 子  

13  平 井 秀 昌  

14  青 木 英 雄  

15  坪 井   茂  第４号委員 

土地改良区理事及び

各種農業団体の役員 

16  橋 本 武 雄  

17  岩 部 正 彦  

18  鈴 木 松 蔵  

19 会長 矢 野   学  

20  武 末 秀 樹 
 第５号委員 

学識経験者 

  任期：令和５(2023)年１月 31日～令和７(2025)年１月 30日 
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